
 

令和 5年（2023年）4月７日 
保護者様 

西宮市立苦楽園中学校 
校 長   木戸  みどり 

 

部活動の設置数の見直しについて 
 
陽春のみぎり、保護者の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。ま

た、平素は本校の教育活動について、ご理解・ご協力を賜り、感謝申し上げます。 
さて、近年における本校の学校規模は平成 28年度・29年度の２０学級（職員数３４人）をピー

クとし、以降縮小が続き、今後は１４学級（職員数 2４人）がしばらく続く見通しです。並行して、校内
で、様々な面において、計画的に、組織の見直し等を進めてきているところです。部活動については、
兵庫県教育委員会より「適切な運営のための体制整備」の構築の下、安全で適切な部活動を実
施するよう指導されています。 
つきましては、これらを踏まえ、本校において、以下の要領で部活動の設置数の見直しを進めてま

いります。何卒、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 
 

記 
 

１ 設置数の現状と今後の方針 
    現在、本校の部活動設置数は１４であり、職員数に対して過大の状況にある。今後も、健康管 
理等、生徒の活動の安全を確保するために、１部活動 2名体制を維持していくことから、学校規 
模に応じた適正な部活動数を 12以下と考え、期間と条件を明示し、対象となる部活動は、運動 
部は段階的に休部、文化部は統合する。 

 
2 対象期間：R5年度～R7年度 
 
3 条件 
  （運動部） 

３年生が活動を終えた後の部員数が、①・②のいずれかの状況とする 
①公式戦の団体出場人数×１．３（端数切り上げ） に満たない 
②実質の活動人数が対外試合出場を保持できない 
 

4 見直しの具体的な進め方 
  【運動部】 R5年度に条件を満たす部活動がない場合は、R6・R7年度に繰り越す 

年度 4 月募集 ３年生が活動を終えた後 当該部活動の活動状況及び活動学年 

R5(2023) ○ 条件を満たす 継続、１年(51th)・２年(50th)・３年(49th) 

R6(2024) ×  継続、２年(51th)・３年(50th) 

R7(2025) ×  3 年生活動終了時まで継続、３年(51th) 

   ※５１ｔｈ＝51期生 R5年度入学生 
  【文化部】 
  ・R5年度中に、統合可能な部活動の検討を行う。 
 
５ 補足 
・今後の部活動に関する国・県・市の動向を注視し、計画を変更する場合は、速やかに周知して 
まいります。 

以上 


